
２０２６年５月１３日 

各 位 

小田急電鉄株式会社 

  

一部規則の改定について 

 

誠に勝手ながら、一部規則の改定を行います。詳細は、下記のとおりです。 

  

記 

 

１ 改定規則 

「ＩＣカード乗車券取扱規則」 

第３０条第１項第１号 

 

２ 改定日 

２０２６年５月２０日（水）初電より  

 

３ 改定内容 

現行版 改定版 

（ＩＣカード等の相互利用） 

第３０条  

 株式会社パスモが相互利用を行う以下のＩＣ

カード等については、第３条第１項第１号に定め

るＩＣカード乗車券として取扱うこととし、本規

定を準用する。 

⑴ 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Ｓｕｉ

ｃａ」（Ｗｅｌｃｏｍｅ Ｓｕｉｃａを含む）   

（後略） 

（ＩＣカード等の相互利用） 

第３０条  

 株式会社パスモが相互利用を行う以下のＩＣ

カード等については、第３条第１項第１号に定め

るＩＣカード乗車券として取扱うこととし、本規

定を準用する。 

⑴ 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Ｓｕｉ

ｃａ」 

（後略） 

 

 


